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●所得税、町・県民税の申告が始まります
●公共施設の使用料金が変わります
●大規模基準適用区域拡大のお知らせ・
放置自転車をなくそう！
●児童扶養手当・特別児童扶養手
当制度をご存知ですか？・
町内循環バスは3月いっぱいで
廃止になります
●介護納付金課税限度額が変更に
なります！・
老人保健受給者のかたへのお知らせ
●納税は口座振替で・
国民年金保険料は口座振替がお得です
●団体等運営費補助金の見直しに関
する提言書・
人権標語

●くらしの110番
●白岡町立小・中学校就学指定校
変更について
●第53回白岡町成人式・「20歳の抱負」
●NPO法人を設立しませんか？
●埼 斎場組合の新施設が利用開始
になります
●「資源物の持ち去り禁止」を規
定しました
●「消火栓」や「防火水槽」などの
付近は駐車禁止です！
●シャッターチャンス
●おしながき
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町内マラソン大会参加者と新成人の皆さん


